


３ 人的関係の基準

 一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合など、 同一の者がそれぞれの会

社の経営に関与することにより入札の価格を決定したり、 又は知り得る立場にあることか

ら、 同一の入札への参加を制限します。

【 同一入札の参加を制限される人的関係の基準】

以下に掲げる者が、 他方の会社の取締役（ 委員会設置会社の場合は執行役） となっている場合。

①  ※取締役（ 1）

②  委員会設置会社における執行役

③  会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人

※ 1 社外取締役、 執行役を兼ねていない委員会設置会社の取締役は除く 。

【 Ａ官公需適格組合】

構成員 Ｂ会社、 Ｃ会社

    Ｄ会社、 Ｅ会社

代表者

Ｂ会社の代表取締役ｂ

Ｂ会社、 Ｃ会社、 Ｄ会社、 Ｅ会社

Ｆ 会社

（ Ｂ会社と親子関係にある会社）

Ｇ会社

（ ｂ が代表取締役となっている会社）

同一の入

札に参加

できない

Ｈ会社

（ Ｃ会社と親子関係にある会社）

Ｉ 会社

（ Ｄ会社の代表取締役ｄ が代表取締役

となっている会社）

同一の入

札に参加

できる



４ 親子関係の判断

 子会社とは、 会社法第２ 条第3号に該当する会社をいい、 親会社とは同法第4号の規定

に該当する会社をいいます。

 概ね、 以下に示す関係を有していれば、 親子関係があるものと判断します。

（ １ ）  議決権の過半数を有している場合 

ア 直接過半数の議決権あり      イ 子会社と併せて過半数の議決権あり

会社 会社

親
子
関
係
あ
り

親
子
関
係
あ
り

子会社

子会社 子会社

  ウ 子会社が過半数の議決権あり

会社

親
子
関
係
あ
り

子会社

孫会社

議

決

権

50％超

※  子会社が以下に該当する場合は、 有効な支配従属関係が存在しないと認められるため、 親子

関係はないものとします。

① 民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けている

  ② 会社更生法の規定による公正手続開始の決定を受けている

議

決

権

議

決

権
議

決

権

50％超

40％超
10％



（ ２ ）  議決権の４ ０ ％以上５ ０ ％未満を保有している場合 

ア 他の会社と併せて過半数の議決権を有する場合

会社

親
子
関
係
あ
り

※会社 

子会社

イ 一定の人的な関係がある場合

   自己の役員、 業務を執行する社員、 使用人若しく はこれらであった者が、 他の会

社の取締役会等の構成員の過半数を占めている場合。

会社

取締役Ａ・ 取締役Ｂ・ 取締役Ｃ

親
子
関
係
あ
り

子会社

取締役Ａ・ 取締役Ｂ・ 取締役Ｄ

会社

現在の役員： 取締役Ａ・ 取締役Ｂ・ 取締役Ｃ

過去の役員： 取締役Ｄ・ 取締役Ｅ・ 取締役Ｆ

親
子

関
係
あ
り

子会社

現在の役員： 取締役Ｄ・ 取締役Ｅ・ 取締役Ｇ

議

決

権

45％

議

決

権

45％

※  子会社以外の会社であって、 出資・ 人事・

資金・ 技術・ 取引等により自己の意思と同一

の内容の議決権を行使すると認められる会

社、 又は同一の議決権の行使に同意している

会社 

議

決

権

45％
議

決

権

15％



ウ 重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在する場合

会社

親
子

関
係
あ
り

子会社

エ 資金調達額の総額の過半数の額を融資している場合

会社

親
子
関
係
あ
り

子会社

オ 他の会社と併せて過半数の額を融資している場合

会社

親
子
関
係
あ
り

※会社 

子会社

議

決

権
45％

契

約

議

決

権

45％
融

資
50％超

融

資

融

資

議

決

権

45％30％

25％

※  子会社以外の会社であって、出資・ 人事・ 資金・ 技術・ 取引等において自己と緊密な関係

のある会社 



（ ３ ）  議決権の保有が０ ％以上４ ０ ％未満である場合であって、 他の会社と併せて過半

数を有する場合 

ア 一定の人的な関係がある場合

会社

取締役Ａ・ 取締役Ｂ・ 取締役Ｃ

親
子
関
係
あ
り

※会社 

子会社

取締役Ａ・ 取締役Ｂ・ 取締役Ｄ

会社

現在の役員： 取締役Ａ・ 取締役Ｂ・ 取締役Ｃ

過去の役員： 取締役Ｄ・ 取締役Ｅ・ 取締役Ｆ

親
子
関
係
あ
り

※会社 

子会社

現在の役員： 取締役Ｄ・ 取締役Ｅ・ 取締役Ｇ

議

決

権

35％

議

決

権

20％

※  子会社以外の会社であって、出資・ 人事・ 資金・ 技術・ 取引等により自己の意思と同一の

内容の議決権を行使すると認められる会社、 又は同一の議決権の行使に同意している会社 

議

決

権

35％

議

決

権

20％



イ 重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在する場合

会社

親
子
関
係
あ
り

※会社 

子会社

ウ 資金調達額の総額の過半数の額を融資している場合

会社

親
子
関
係
あ
り

※会社 

子会社

会社

親
子

関
係
あ
り

※会社 

子会社

議

決

権

35％

議

決

権

20％

契

約

議

決

権

35％

議

決

権

20％

融

資

50％超

議

決

権

35％

議

決

権

20％

融

資

35％

融

資
20％

※  子会社以外の会社であって、出資・ 人事・ 資金・ 技術・ 取引等において自己と緊密な関係

のある会社 



別記２ 

入札参加資格審査資料の提出について 

 入札説明書６(2)ウの「入札参加資格の審査」に係る提出書類は次のとおり。 

１ 事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

２ 資本関係・人的関係調書（様式２） 

３ 建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業に関する登録証明書の写し 

４ 契約実績調書（様式３） 

本調書における記載事項の証として、契約書又は発注書その他発注者が発行した契約実績を証

するものの写しを併せて提出すること。 

５ 本件業務の遂行に関する賠償責任保険証の写し 

加入申請書の写しでも可とする。その場合、契約締結後速やかに保険証の写しを提出すること。 

６ 事業協同組合等にあっては、組合員名簿 

７ 官公需適格組合にあっては、官公需適格組合の証明書写し 



別記３ 
建物清掃警備等業務における最低制限価格等の算定 
建物清掃警備等業務における最低制限価格又は調査基準価格は、札幌市役務契約に係る

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度運用要領に基づき、積算体系に応じた積上げ（合

算額）となります。 

(1) 範 囲：予定価格の７０％～９０％

(2) 算定方法（下図参照）

① 直接人件費の 90％ ＋ ② 直接物品費の 90％ ＋ ④ 業務管理費のうち法定福利費

相当額の 90％ ＋ ④ 法定福利費を除く業務管理費の 70％ ＋ ⑥ 一般管理費等の 70％ 

＋ ⑦ 管財部長が別に定めるものの経費の 80％ ＋ 前記以外の経費の 70％ 

※ 直接人件費の 90％の額が最低賃金による算出額を下回る場合【直接人件費の 90％

の額＜最低賃金による算出額】には、①の額は「最低賃金による算出額」となります。 

【最低制限価格の算定】 

【積上方式】

⑦管財部長が別に定めるもの
【項目】ブラインド、カーペット及び

 ガラスの定期清掃

エ

オ

カ

＋

＋

①直接人件費

最低制限価格
(又は調査基準価格)

⑬積 算 価 格 ⑪業 務 価 格 ⑤業務原価 ③直接業務費
直接人件費

の90％の額
ア

⑫消費税相当額

⑩そ　 の 　他

⑨参 考 見 積
上記以外の

経費(⑧～⑩)

の70％の額
キ

ア～キの合計

＋

＋

＝

⑧市販図書に
よ る 積 算

＋

上記ウを除く

業務管理費の

70％の額

②直接物品費

積算額の

80％の額

⑥一般管理費等

直接物品費

の90％の額

法定福利費

の90％の額

一般管理費等

の70％の額

④業務管理費

イ

ウ

＋

ただし、最低
賃金による
算定額以上

予定価格の
70％～90%
の 範 囲

建築保全業務積算基準に基づく積算
【労務数量(歩掛り)による積算を含む】
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